
葛飾区アーチェリー協会 規約 

 

第 1 章 総則 

 

第 1 条 本協会は、葛飾区アーチェリー協会と称する。 

 

第 2 条 本協会は、所在地を葛飾区総合スポーツセンターに置き、連絡先を理事⾧宅に 

置く。 

 

第 3 条 本協会は、葛飾区体育協会および東京都アーチェリー協会に加盟する。 

 

第 4 条 本協会は、アーチェリーに関する知識と技術向上を図ると共に、会員相互の親睦 

と心身の健全を図ることと初心者の育成を目的とする。 

 

第 5 条 本協会は、第 4 章の目的を達成するために次の事業を行う。 

1：練習会、初心者教室、競技会および研究会を開催する。   

 2：区民選手および都民選手の育成と各種競技会への選手の派遣。  

 3：その他、理事会にて必要と認めた事業。 

 

第 6 条 本協会は、アーチェリーの愛好者を以って組織する。 

 

 

第 2 章 会員 

 

第 7 条 本協会の会員は、葛飾区に在住および在職、在学する者および、会員の推薦があり 

会⾧または理事⾧の認めたもので、規程の入会金、年会費を納入した者とする。 

また会員は、本協会の行う各行事への参加および、積極的な協力の義務を有する。 

本協会に特別の貢献が有り、理事会で認めた者を特別会員とすることができる。 

特別会員の資格は協会員と同等とし、入会金、年会費を免除する。 

 

（会員の資格喪失） 

第 1 項 会員が次の各号に該当する場合、その資格を喪失する。 

（１） 退会の手続きをしたとき 

（２） 当協会が解散したとき 

（３） 除名されたとき 

（４） 死亡したとき 

（５） 期日までに会費を納入せず、協会からの督促が２回に達したとき 

 

（会員の除名について） 



第 2 項 会員が次の各号に該当する場合、理事の半数以上が出席する緊急理事会において、

理事の三分の二以上の多数による決議により除名することができる。なお、この

場合、会員に対して理事会１週間前までに除名の理由を付して理事会の前の弁明

の機会を与えなければならない。 

（１） 当協会規則に反した場合 

（２） 当協会の名誉を毀損し、又は当協会の目的に反する行為し会員としての 

義務に違反した場合 

（３）その他除名すべき正当な理由があるとき 

 

（会員間の紛争について） 

第 3 項 協会員の個人間で生じたトラブルは当事者で解決するものとし、当協会は一切 

関与しない。 

 

 

第 3 章 役員 

 

第 8 条 本協会に次の役員を置く。 

１：会⾧ 1 名、２：副会⾧ ２名、３：理事⾧ １名、４：副理事⾧ 3 名 

５：理事 若干名、６：会計 1 名、７：監事 1 名 

その他に、名誉会⾧ 1 名、顧問 若干名、相談役 若干名 を置くことができる。 

名誉会⾧、顧問、相談役は、本協会員である義務は無い。 

役員は、兼務することができる。 

 

第 9 条 名誉会⾧、顧問、相談役は理事会にて推薦し、総会にて承認し会⾧之を委嘱する。 

 

第 10 条 会⾧および副会⾧は、総会において推挙する。会⾧は、本協会を代表して会務を 

統轄する。副会⾧は、会⾧を補佐し会⾧事故あるときは之を代理する。 

 

第 11 条 理事⾧は、理事の互選により選出し、理事会を代表して会務を執行する。 

 

第 12 条 副理事⾧は、理事⾧の指名により会⾧之を委嘱する。 

 

第 13 条 理事は、総会に於いて会員のうちから之を選出する。 

 

第 14 条 会計は、理事の互選により選出し会計にあたる。 

 

第 15 条 監事は、総会に於いて選出し会計を監査する。なお、本協会員である義務は無い。 

 

第 16 条 役員の任期は２ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。補充する役員は、 

前任者の残任期間とする。 



第 4 章 会議 

 

第 17 条 本協会に次の機関を置き会務を処理する。 

1：総会（定期および臨時） 

 2：理事会（必要により招集） 

 

第 18 条 総会は全会員を以って組織し、本協会の最高決議機関として年 1 回定期開催する。

 1：総会は、その構成員の３分の１以上の出席を以って成立する。 

2：臨時総会は、理事会が必要有りと認めた場合、または会員の過半数の申し出が 

ある場合、会⾧が招集することができる。 

 3：ウィルス感染対策として、メール送信による書面開催を行う場合がある。 

 

第 19 条 理事会は、理事の過半数を以って成立し、出席者の過半数を以って決議する。 

理事会は、会⾧または理事⾧が必要とした時、または理事の過半数の申し出が 

ある場合に召集する。 

 

 

第 5 章 会計 

 

第 20 条 本協会の運営費用は、入会金、会費、補助金、寄付金およびその他の収入による。 

 

第 21 条 会費・入会金は、別途 会費・入会金規程による。 

 

第 22 条 会費納入後は、いかなる理由があっても返却しない 。 

 

第 23 条 本協会の会計は、毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。  

 

第 24 条 本協会の予算決算は、理事会で編成し総会の承認を得る 。 

 

 

第 6 章 付則規程 

 

第 25 条 年会費・入会金規程 

葛飾区アーチェリー協会の 年会費・入会金について、次のように規程する。 

 入会金 年会費 

一般 2,000 円 5,000 円 

未成年（高校生以下） 1,000 円 2,000 円 

定義 

１：対象期間（年会費） ４月１日 ～ 翌年３月３１日 の 1 年間 



２：未成年 入会日に１８歳未満、または高校在学中の者 

    （入会年度内に１８歳に到達する者も、未成年とする） 

 

第 26 条 月例会等参加費規程 

葛飾区アーチェリー協会の主催する 月例会・会⾧杯等のイベントへの参加費用

を、次のように規定する。 

１：月例会 

  
協会員（特別会員含む） 協会員以外 

一般 中学生以下 一般 中学生以下 

参加費 400 円 100 円 600 円 100 円 

保険料 一律 100 円 

合計参加費 500 円 200 円 700 円 200 円 

 

２：会⾧杯等の特別イベント 

 
協会員（特別会員含む） 協会員以外 

一般 中学生以下 一般 中学生以下 

参加費 900 円 200 円 1,400 円 400 円 

保険料 一律 100 円 

合計参加費 1,000 円 300 円 1,500 円 500 円 

 

３：葛飾区民大会（春季・秋季） 

参加費： 無料 

参加費は、会⾧または理事⾧の承認により、特例を設けることができる。 

 

第 27 条 慶弔・見舞金規程 

（目的） 

第１項 本規程は、本協会員に対する慶弔見舞金の支給について定める。 

 

（受給手続） 

第２項  1：慶弔見舞金の支給を受けようとする場合は、支給対象になる事項の発生に 

ついて、当該協会員が会⾧・理事⾧・理事いずれかに届出なければならない。 

 2：協会は、当該協会員へ届出事項に関する証明書類の提出を求めることができ 

 る。 

 3：当該協会員が第１項の手続きをやむを得ない理由により行えない場合は、 

当協会員が代わって行うことができる。 

 



（結婚祝い金） 

第３項 結婚祝い金として 10,000 円 を支給する。協会員同士の場合にも 10,000 円 

とし、それぞれ支給することはしない。 

 

第 28 条 旅費・交通費規程 

（目的） 

第 1 項 本規程は、協会員の出張その他旅費に関する事項を定める。 

 

（旅費の種類） 

第 2 項  協会員の旅費は、出張旅費、研修旅費、会議出席等に関する旅費とする。 

 

（旅費の経路） 

第 3 項 旅費は、在宅地を起点として、最短順路、一般的な交通手段によって計算する。 

但し、出張先の事情、天災その他やむを得ない理由により、変更した場合には実費 

の申請を認める。 

 

（旅費の前払い） 

第 4 項 旅費は、帰着後に精算を行い、支払いを受けるものとする。 

但し、概算によって前渡し金を受け取ることができる。 

この場合は、帰着後に速やかに精算しなければならない。 

前渡し金は、書面を以って会計担当者に申請するものとする。 

 

（旅費の分担） 

第 5 項 旅費・宿泊料の全部または一部について、他から支弁される場合 

本旅費規程により、計算される額との差額を支給する。 

 

（超過支給） 

第 6 項 業務の都合または交通手段の変更、その他特別な理由により規程の旅費で不足 

した場合その超過分の実績を支給する。但し、その場合は相当の証票を要する。 

 

（出張旅費） 

第 7 項 出張旅費とは、協会員が協会業務により出張した場合の交通費・宿泊料・日当を 

いう。 

 

交通費・宿泊料・日当は、次の通りとする 

交通費 鉄道 普通乗車料金 

新幹線・特急・指定座席料金の実費を支給する 

（場合による） 

バス 

タクシー 

実費を支給する 

（タクシー利用の場合は、領収書を必要とする） 



船舶 ２等船室相当を支給する 

航空運賃 実費を支給する 

宿泊料 8,000 円 

日当 宿泊有り 1,500 円 

日帰り 1,000 円 

 

（私有車） 

第 8 項 交通機関の便またはやむを得ない理由により私有車を利用する場合には、燃料費・

駐車料金・高速料金の実費を支給する。但し、燃料代については、下記の基準を適

用する。（燃料単価は実勢価格を適用） 

 

使用私有車のクラス別燃料代計算基準 

燃料＝8km／リットル 燃料＝11km／リットル 燃料＝12km／リットル 

2,000ｃｃクラス以上 
2,000ｃｃクラス未満 

1,500ｃｃクラス以上 
1,500ｃｃクラス未満 

 

（宿泊料） 

第 9 項 宿泊料の支給は次の通り支給する 

1：宿泊料は宿泊日数に応じて支給する。 

2：宿泊料込みの研修会セミナーなどに参加した場合、宿泊料を支給しない。 

3：出張先にて宿泊先を指定された場合、規程の宿泊費を支給し不足分は補填する。 

 

(日当) 

第 10 項 日当は出張日数に応じて 1 日につき 1 日分を支給する。 

ただし、帰着が 22 時以降になる場合、日帰りであっても宿泊相当の日当を支給

する。 

 

（日当支給の特例） 

第 11 項 本協会にて審判員登録費用を負担した者が、審判業務にて出張する場合の日当は 

支給しない。なお、他区からの支援審判員を依頼した場合は、当該協会からの交

通費の支給が有っても、本協会から日当を支給する。 

 

（旅費の精算） 

第 12 項 旅費の精算は、帰着後速やかに処理をしなければならない。精算に当たっては、 

全ての項目に関し領収書を添付し精算する。 

但し、領収書の発行が困難な場合、領収書の添付を免除する。 

例：近距離の ＪＲ 、私鉄、バス等を利用した場合、および規程の日当 

旅費の精算は、帰着後速やかに処理をしなければならない。 

 



第 29 条 選手強化補助金規程 

（目的） 

第 1 項 本規程は対外試合に参加する選手の強化費用補助金・報奨金支給について定める。 

 

（受給手続） 

第 2 項 １：選手強化補助金・報奨金の支給を受けようとする場合は、支給対象になる事項

について、当該協員が会⾧・理事⾧・理事いずれかに届出なければならない。 

２：協会は、当該協会員へ届出事項に関する証明書類の提出を求めることができる。 

３：当該協会員が第１項の手続きをやむを得ない理由により行えない場合は、当協

会員が代わって行うことができる。 

 

（選手強化補助金支給金額） 

第 3 項 葛飾区の代表として、対外試合に出場が決まった場合…2,500 円に相当する物、 

または現金（なお、葛飾区アーチェリー協会としてエントリーを行う者に限る） 

第 4 項 東京都の代表として、対外試合に出場が決まった場合…20,000 円に相当する物、

または現金（なお、葛飾区アーチェリー協会としてエントリーを行う者に限る） 

第 5 項 日本国の代表として、対外試合に出場が決まった場合…50,000 円に相当する物、

または現金（なお、葛飾区アーチェリー協会としてエントリーを行う者に限る） 

第 6 項 上記支給は、1 回／年とし 同 1 人が重複して選抜された場合には、上級の競技会

代表の支給金額を支給する。期間が離れて選抜された場合は、その差額を支給する。 

 

（支給強化費の返納） 

第 7 項 支給された強化費について次の状況に至った場合には、その強化費の全額を返納

しなければならない。 

 １：対象競技会が、主催者側の場合により中止となった場合 

 ２：対象競技会に派遣を決めていた派遣団体の都合で、競技会参加を取りやめた 

場合 

 ３：受給対象者の都合により、対象競技会に参加しなかった場合 

 ※返納額について 

 全額返金する 

 

（報奨金支給） 

第 8 項 東京都の代表として、対外試合に参加し、優勝した場合…20,000 円に相当する物、

または現金を支給する。＜但し年 1 回＞（なお、葛飾区アーチェリー協会としてエ

ントリーを行う者に限る） 

第 9 項 全国大会に参加し、優勝した場合…20,000 円に相当する物、または現金を支給す

る。（なお、葛飾区アーチェリー協会としてエントリーを行う者に限る） 

 

第 30 条 対外活動費規程 

（目的） 



第 1 項 本規程は、本協会員が本協会の発展・運営の円滑化に必要な対外活動を行うため 

に必要な活動費支給について定める。 

 

（受給手続） 

第 2 項 対外活動費の支給を受けようとする場合の支給対象となる事項について 

当該協会員は、会⾧・理事⾧に対外活動の内容について関係書類を以って了解を得

なければならない。 

第 3 項 対外活動費の精算は、全て領収書の提出をもって完了とする。 

領収書の提出が無い場合は、必要対外活動費とは認めない。 

第 4 項 当該対外活動に必要な旅費・交通費は、別に定める 旅費・交通費規程 により支給

する。 

 

第 7 章 規約改定 

 

第 31 条 本規約の改定は、総会において出席者の過半数の同意を得て成立する。 

 

 

付則 加盟上部団体への派遣役員は、理事会にて推挙し会⾧之を委嘱する。 

 

指導員心得 … 作成に向けて準備中 

 

指導員室利用規定 … 作成に向けて準備中 

 

この規約は１９８０年１月 1 日から施行する 

 

△改定 ２００９年２月１５日 

△改定 ２０１５年２月８日 

△改定 ２０２２年４月１日 

△改定 ２０２２年 9 月 25 日 

△改定 ２０２３年 4 月 23 日 


